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�愛媛県告示第８９７号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり南予水道企業団を組織する地方公共団体

の数の減少及び同組合の規約の変更を許可した。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少等の内容

� 減少内容

南予水道企業団（以下「企業団」という。）を組織す

る地方公共団体のうち、八幡浜市及び保内町が合併し八

幡浜市となることに伴い、平成１７年３月２８日から企業団

を八幡浜市及び他の地方公共団体が組織する一部事務組

合とするため、企業団を組織する地方公共団体の数を減

少させる。

� 変更事項

企業団を組織する地方公共団体から保内町を削るなど

、所要の変更を行う。

２ 減少等の年月日

平成１７年３月２８日

３ 減少等の許可年月日

平成１７年３月２５日
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�愛媛県告示第８９８号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

�愛媛県告示第８９６号
次のとおり落札者を決定した。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり伊予市松前町共立衛生組合の規約の変更

を許可した。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

組合を組織する地方公共団体のうち、伊予市が中山町及

び双海町と合併し伊予市となることに伴い、平成１７年４月

１日から組合を伊予市及び松前町が組織する一部事務組合

とするため、所要の変更を行う。

２ 規約変更年月日

平成１７年４月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１７年３月２４日

�������
�愛媛県告示第８９９号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり伊予郡養護老人ホーム組合を組織する地

方公共団体の数の減少及び同組合の規約の変更を許可した。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少等の内容

� 減少内容

組合を組織する地方公共団体のうち、中山町及び双海

町が伊予市と合併し伊予市となることに伴い、平成１７年

４月１日から組合を伊予市及び他の地方公共団体が組織

する一部事務組合とするため、組合を組織する地方公共

団体の数を減少させる。

� 変更事項

組合の名称を「伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合」

に改めるとともに、組合を組織する地方公共団体から中

山町及び双海町を削り、伊予市を加えるなどの変更を行

う。

２ 減少等の年月日

平成１７年４月１日

３ 減少等の許可年月日

平成１７年３月３０日
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�愛媛県告示第９００号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり内山衛生事務組合の規約の変更を許可し

た。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

組合を組織する地方公共団体のうち、中山町が伊予市及

び双海町と合併し伊予市となることに伴い、平成１７年４月

１日から組合を伊予市及び他の地方公共団体が組織する一

部事務組合とするため、組合を組織する地方公共団体から

中山町を削り、伊予市を加えるなど、所要の変更を行う。

２ 規約変更年月日

平成１７年４月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１７年３月３０日
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�愛媛県告示第９０１号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり大洲・喜多衛生事務組合を組織する地方

公共団体の数の減少及び同組合の規約の変更を許可した。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少等の内容

� 減少内容

組合を組織する地方公共団体のうち、中山町及び双海

町が伊予市と合併し伊予市となることに伴い、平成１７年

４月１日から組合を伊予市及び他の地方公共団体が組織

する一部事務組合とするため、組合を組織する地方公共

団体の数を減少させる。

� 変更事項

組合を組織する地方公共団体から中山町及び双海町を

削り、伊予市を加えるとともに、組合の議会の議員の定

数を減少させるなどの変更を行う。

２ 減少等の年月日

平成１７年４月１日

３ 減少等の許可年月日

平成１７年３月３０日
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�愛媛県告示第９０２号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり南予水道企業団を組織する地方公共団体

の数の減少及び同組合の規約の変更を許可した。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少等の内容

� 減少内容

南予水道企業団（以下「企業団」という。）を組織す

る地方公共団体のうち、伊方町、瀬戸町及び三崎町が合

併し伊方町となることに伴い、平成１７年４月１日から企

業団を伊方町及び他の地方公共団体が組織する一部事務

組合とするため、企業団を組織する地方公共団体の数を

減少させる。

� 変更事項

企業団を組織する地方公共団体から瀬戸町及び三崎町

を削るなど、所要の変更を行う。

２ 減少等の年月日

愛 媛 県 報平成１７年４月１９日 第１６５１号

４６０



平成１７年４月１日

３ 減少等の許可年月日

平成１７年３月３１日
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�愛媛県告示第９０３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９０４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９０５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、松山市から協議のあった市営土地改良事業（た

め池等整備事業・苞木新池地区）の施行に平成１７年４月８日

同意した。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９０６号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底び

き網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のよう

に定める。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１７年４月１９日から５月２日まで

�������
�愛媛県告示第９０７号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、松山市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

松山市上怒和乙５９０番４から同甲７７１番１までの地先

公有水面

� 区域

次の１点から４４点までを順次直線で結んだ線並びに４４

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．６０

メートル）における公有水面と陸地との境界線により囲

まれた区域

基点（松山市上怒和甲６７７番６地先の県道に設置され

た金属鋲）は、北緯３３度５８分４４秒、東経１３２度３３分１５秒

の地点

１点は、基点から真北１０４度３７分００秒７４．３３メートル

の地点

２点は、１点から真北２５１度１７分０４秒４．９２メートルの

地点

３点は、２点から真北２９５度１５分１５秒１３．８０メートル

の地点

４点は、３点から真北２９３度１４分０５秒１６．８４メートル

の地点

５点は、４点から真北２８４度４６分２４秒８．６１メートルの

地点

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

内子町立小田歯
科診療所 内 子 町 喜多郡内子町小田８２番

地
平成１７年
１月１日

おおむら小児科 大 村 勉 喜多郡内子町城廻８４６
－３０

平成１７年
３月１日

田中歯科医院 田 中 徹 北宇和郡津島町岩松８０
１番地の３

平成１７年
３月１日

白 雲 薬 局 メディカルブレ
ーン株式会社

宇和島市広小路１番３４
号

平成１７年
４月１日

弁財天耳鼻咽喉
科クリニック 篠 原 孝 之 西条市大町６１３番地３ 平成１７年

４月１日

大洲市国民健康
保険青島診療所 大 洲 市 大洲市長浜町青島７８番

地の６
平成１７年
１月１１日

てらおか内科ク
リニック 寺 岡 賢 治 大洲市若宮４９７番地 平成１７年

３月１日

石 川 内 科 石 川 淳 郎 大洲市若宮４８３コスモ
ポリタン中野２階

平成１７年
３月１日

クリニック山崎
内科 山 崎 柳 一

四国中央市川之江町２９
７８－１プライムビル１
階

平成１７年
４月１日

さ く ら 歯 科 毛 利 武 文 東温市北方甲２４２９番地
１

平成１７年
４月１日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

田中歯科医院 田 中 実 北宇和郡津島町岩松８０
１－３

平成１７年
３月１日

清水泌尿器科外
科

医療法人社団
清水泌尿器科外
科

宇和島市御幸町二丁目
６番３号

平成１７年
３月６日

直野歯科医院 直 野 良 明 新居浜市喜光地町一丁
目６－３８

平成１７年
３月１日

石川内科胃腸科 石 川 淳 郎 大洲市若宮４９７ 平成１７年
３月１日

児玉産婦人科医
院 児 玉 義 喜 伊予市灘町２２２ 平成１４年

１０月１日

愛 媛 県 報平成１７年４月１９日 第１６５１号

４６１
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６点は、５点から真北２７５度０９分２６秒３．５０メートルの

地点

７点は、６点から真北２６８度２２分２９秒３．５５メートルの

地点

８点は、７点から真北２６２度５０分４９秒３．５０メートルの

地点

９点は、８点から真北２５７度４８分３５秒１６．４９メートル

の地点

１０点は、９点から真北２５４度２７分５２秒１４．０１メートル

の地点

１１点は、１０点から真北２４５度３３分５６秒７．０７メートルの

地点

１２点は、１１点から真北１５４度１１分２１秒１．４４メートルの

地点

１３点は、１２点から真北２４４度１４分２５秒６．００メートルの

地点

１４点は、１３点から真北３３４度１５分５６秒１．５１メートルの

地点

１５点は、１４点から真北２４０度３１分３３秒６．３１メートルの

地点

１６点は、１５点から真北２３７度５５分５５秒４．８５メートルの

地点

１７点は、１６点から真北２３５度５９分３２秒４．８５メートルの

地点

１８点は、１７点から真北２３５度０６分５４秒４．８６メートルの

地点

１９点は、１８点から真北２３２度３９分４３秒４．８６メートルの

地点

２０点は、１９点から真北２３０度４９分５４秒４．８１メートルの

地点

２１点は、２０点から真北２２９度５７分２４秒４．８５メートルの

地点

２２点は、２１点から真北２２６度４９分５２秒４．７７メートルの

地点

２３点は、２２点から真北２２５度２１分５８秒４．８１メートルの

地点

２４点は、２３点から真北２２４度３４分０５秒３４．４８メートル

の地点

２５点は、２４点から真北２２３度３７分１１秒７．２７メートルの

地点

２６点は、２５点から真北２２１度４６分５６秒７．２７メートルの

地点

２７点は、２６点から真北２１９度０８分２８秒７．２７メートルの

地点

２８点は、２７点から真北２１７度２６分４０秒７．２７メートルの

地点

２９点は、２８点から真北２１４度４４分３１秒７．２７メートルの

地点

３０点は、２９点から真北２１２度４６分０９秒７．２７メートルの

地点

３１点は、３０点から真北２１０度２４分３９秒７．２７メートルの

地点

３２点は、３１点から真北２０８度３９分５８秒７．２７メートルの

地点

３３点は、３２点から真北２０７度３１分５３秒１６．６８メートル

の地点

３４点は、３３点から真北１１７度３０分５０秒１．５１メートルの

地点

３５点は、３４点から真北２０７度３１分４２秒６．００メートルの

地点

３６点は、３５点から真北２９７度２２分３３秒１．５１メートルの

地点

３７点は、３６点から真北２０７度２９分２１秒４３．５４メートル

の地点

３８点は、３７点から真北２０７度２７分４２秒３０．４５メートル

の地点

３９点は、３８点から真北１１７度４０分２６秒１．５２メートルの

地点

４０点は、３９点から真北２０７度４０分５６秒６．００メートルの

地点

４１点は、４０点から真北２９６度５３分３０秒１．５０メートルの

地点

４２点は、４１点から真北２０７度２５分００秒２２．３８メートル

の地点

４３点は、４２点から真北２１０度３５分２５秒４．９２メートルの

地点

４４点は、４３点から真北２１０度５０分１０秒０．１２メートルの

地点

� 面積

１，０５２．３２平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１４年３月２０日 愛媛県指令港第１０４号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年４月１９日

�愛媛県告示第９０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 伊予松山港線
松山市西垣生町９１８番３から

同町９５５番３まで

旧 ６．３～１６．２ ０．０６３

新 ５．８～１１．１ ０．０３９

愛 媛 県 報平成１７年４月１９日 第１６５１号

４６２
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�愛媛県告示第９０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予松山港線
松山市西垣生町９１８番３から

同町９５５番３まで
平成１７年４月１９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 砥部伊予松山線
松山市余戸中四丁目１４９３番１１から

同市余戸中四丁目１４９３番３まで

旧 ６．３～９．０ ０．０２５

新 １１．０～１３．０ ０．０２５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 砥部伊予松山線
松山市余戸中四丁目１４９３番１１から

同市余戸中四丁目１４９３番３まで
平成１７年４月１９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子河辺野村線
大洲市河辺町植松８１７番２地先から

同町植松９２９番２まで

旧 ４．０～１４．３
１７．５～５７．２

０．２２５
０．０５２

新 １７．５～５７．２ ０．０５２

愛 媛 県 報平成１７年４月１９日 第１６５１号

４６３
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�愛媛県告示第９１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 柳沢新谷停車場線
大洲市新谷字惣慶寺甲１６番４から

同字甲１９番４まで

旧 ５．８～１４．３ ０．１５８

新 １１．５～１６．６ ０．１５８

〃 〃
大洲市新谷字惣慶寺甲８５番３から

同字甲９０番４まで

旧 ８．５～１４．６ ０．０９８

新 １１．０～３０．０ ０．０９８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 柳沢新谷停車場線
大洲市新谷字惣慶寺甲１６番４から

同字甲１９番４まで
平成１７年４月１９日

〃 〃
大洲市新谷字惣慶寺甲８５番３から

同字甲９０番４まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
西宇和郡伊方町名取３２４５番１地先から

同町名取１６８０地先まで

旧 ８．０～３７．５ １．２７３

新 ４．９～２４．０
８．０～３７．５

１．８２０
１．２７３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
西宇和郡伊方町名取３２４５番１地先から

同町名取１６８０地先まで
平成１７年４月１９日

愛 媛 県 報平成１７年４月１９日 第１６５１号

４６４
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�愛媛県告示第９１８号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市中曽根町字井垣２７５番４及び２８４番４

２ 申請人の住所氏名

四国中央市川之江町１８５６番地３５

アルファ・プランニング

吉田 茂生

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第９１９号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

大洲市東大洲１１２３番１、１１２３番２、１１２３番３、３１２４番３

及び３１３４番

２ 申請人の住所氏名

八幡浜市大字松柏丙８１６番地

株式会社 丸西

代表取締役 西村 和弥

３ 図面省略

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年４月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛城辺線
南宇和郡愛南町中玉３３１番３から

同町中玉３２７番２まで

旧 １９．１～５７．８
５．３～ ６．８

０．０７２
０．１１６

新 １９．１～５７．８ ０．０７２

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年４月１１日
特定非営利活動法人
地域における生涯学習プログ
ラムを考える会

三 谷 裕 子 愛媛県東温市樋口１２４６番地１
この法人は、年齢、性別、職業、障害の有
無を問わず、すべての市民が学びたい時に
学ぶ事ができる生涯学習の場を提供すると
ともに、学習で得た成果を社会に活かすこ
とができるような環境づくりに取り組む。
そしてこれらの活動を通しコミュニティを
再構築することで、地域住民が出会い、知
り合い、共に助け支えあうまちづくりの実
現に寄与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年４月１１日 特定非営利活動法人
ゆげ・夢ランドの会 村 瀬 忍 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削

２６９番地１
この法人は、弓削島・佐島の自然環境並び
にそこに住む人々の生活環境を浄化するこ
とを至近の目的とするが、将来的には上島
町全域、ひいては瀬戸内海全域に目を向け
た活動に取り組むものとする。具体的には
、バイオ浄化の方法である有用微生物群（
ＥＭ菌）を活用して活性液やボカシを作製
し、汚染された海浜や河川等に散布するこ
とにより環境浄化を促進する事業、また家
庭生活に活用することにより、環境汚染の
防止と生活環境の向上に寄与する事業の展

愛 媛 県 報平成１７年４月１９日 第１６５１号

４６５



選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第３３号
次の政治団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第２項の規定により、平成１７年４月１日以後、政治活動

（選挙運動を含む。）のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となったので、同条第３項の規定に基づき告

示する。

平成１７年４月１９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

開をする。かかる活動を継続することによ
り、次代を担う子供達によりよい環境を遺
すことを最終的な目的とする。

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
代 表 者 会 計 責 任 者

愛国徳心会 大 城 徳 清 川 俣 道 夫 松山市北条辻５５４－２

上田のりかつ後援会 水 田 喜久生 重 松 忠 幸 松山市美沢１丁目１－４１

上田初一後援会食場支部 山 光 慧 山 光 慧 松山市食場町甲２２８－１

坂尾真後援会 徳 内 厚 美 坂 尾 啓 子 宇和島市和霊中町２－２－２６

鈴木連太郎後援会 岩 崎 勇 加 藤 菊 一 新居浜市港町５－２９

政治結社大日本天声塾 黒 川 毅 春 黒 川 毅 春 今治市天保山町３丁目２－３

琢友会 堀 内 琢 郎 矢 野 美智子 今治市別宮町２丁目４－１１

ひだみやこ風おこし会 坂 本 幸 一 山 本 節 子 八幡浜市松柏甲５８１

兵頭忠後援会 村 中 良 照 藤 川 美有紀 宇和島市柿原甲１４４３－４

藤井泰治後援会 藤 井 哲 治 大 森 寅 喜 喜多郡内子町大瀬中央４４８５

三好勝利後援会 竹 原 功 造 三 好 千 香 伊予郡松前町大字筒井３８１－１

山下登後援会 木 下 勇 中 田 正 義 宇和島市蛤３４３

渡部正幸後援会 山 田 直 夫 山 田 孝 春 松山市才之原甲２３２

平成１７年４月１９日 印刷
平成１７年４月１９日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円４６６

愛 媛 県 報平成１７年４月１９日 第１６５１号


